
◯池田町地方創生プロジェクト推進助成金交付要綱 

平成29年３月28日 

要綱第８号 

改正 平成30年５月28日要綱第26号 

令和元年７月26日要綱第23号 

令和２年３月23日要綱第20号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本町の人口減少に歯止めをかけ、持続的に発展してい

くために策定した岐阜県池田町デジタル田園都市国家構想総合戦略（以下

「総合戦略」という。）に位置づけられた地方創生事業（以下「プロジェ

クト」という。）の自主的・主体的で先導的な取り組みに対して池田町地

方創生プロジェクト推進助成金（以下「助成金」という。）を交付するこ

とについて、池田町補助金等交付規則（平成４年池田町規則第６号）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 助成金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、

次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1) 池田町に主たる事業所を有する法人、組合、団体及び個人等 

(2) 起業の日に池田町に主たる事業所を有する予定の新規創業者 

(3) その他町長が特に必要と認めた者 

２ 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付

対象者から除く。 

(1) 池田町から指名停止措置を受けている者であるとき。 

(2) 事業主又は役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員に該当する者

であるとき。 

(3) 町税を滞納している者であるとき。 



（交付対象事業） 

第３条 助成金の交付対象となる事業は、池田町における総合戦略に位置づ

けられたプロジェクトのいずれかに該当する事業とする。 

２ 前項に該当する事業のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、交

付対象から除く。 

(1) 宗教活動や政治活動を目的とした事業であるとき。 

(2) 特定商取引に関する法律第33条に規定する連鎖販売取引に該当する

事業であるとき。 

(3) 法律等で活動内容が規定されている事業（介護保険事業等）、風俗営

業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第

２条に規定する風俗営業及び公序良俗に問題のある事業であるとき。 

(4) 国、地方公共団体（本町含む。）及びそれらの外郭団体で実施してい

る他の補助金等の対象となるとき。 

（助成金額） 

第４条 町長は、交付対象者に対して、１事業30万円を限度に予算の範囲内

において、助成金を交付する。 

（交付対象経費） 

第５条 交付の対象となる経費は、別表に定めるものとする。 

（審査会） 

第６条 町長は、交付対象事業の評価を行うため、地方創生プロジェクト推

進事業アイデアコンペ審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２ 審査会に関する必要な事項は別に定める。 

（事業認定） 

第７条 助成金の交付を受けようとする交付対象者（以下「申請者」という。）

は、企画提案書（別記第１号様式）を町長に申請しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査会に評価を諮問し、

その結果に基づいて、事業認定の可否を決定し、結果通知書（別記第２号



様式）により申請者に通知するものとする。 

３ 町長は、前項の規定による事業認定において、必要と認められる条件を

付すことができる。 

４ 事業認定の手順について必要な事項は、別に定める。 

（認定の辞退） 

第８条 前条第２項の規定により事業認定を受けた申請者が、認定事業を中

止、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、辞退届出書（別記第３号

様式）により、その旨を町長に届け出なければならない。 

２ 前項の場合において、第12条の規定により概算払を受けている場合は、

申請者は町長に概算払の全額を返還しなければならない。 

（交付申請） 

第９条 第７条第２項の規定により認定を受けた申請者は、助成金の交付を

受けようとするときは、交付申請書（別記第４号様式）に当該申請に係る

関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第10条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その

内容等を審査の上、交付金の交付の可否を決定し、その結果を交付決定通

知書（別記第５号様式）により申請者に通知するものとする。 

（概算払） 

第11条 申請者は、事業の実施に当たり、概算払を受ける必要があると認め

る場合は、町長に対し、概算払請求書（別記第６号様式）により概算払を

請求することができる。 

２ 町長は、概算払の必要性の可否を決定し、概算払通知書（別記第７号様

式）により請求者に通知する。 

（実績報告） 

第12条 申請者は、事業が完了したときは、助成金実績報告書（別記第８号

様式）に関係書類を添えて、事業が完了した日から起算して30日を経過す



る日又は交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに

町長に提出しなければならない。 

（交付額の確定） 

第13条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において

は、当該報告書の書類を審査し、適当と認めたときは、助成金額確定通知

書（別記第９号様式）を、申請者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、

第10条の規定による交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 助成金を他の用途に使用したとき 

(2) 第７条第３項の規定により町長が付した条件に違反したとき 

(3) 申請者に法令等の違反が認められたとき 

(4) 事業の変更、休止又は廃止が行われたとき 

２ 町長は、前項の規定により、助成金の交付決定を取り消したときは、申

請者に対し、助成金交付取消通知書（別記第10号様式）によりその旨を通

知する。 

（交付金の返還） 

第15条 町長は、前条に定めるときのほか、偽りその他不正な手段により助

成金の交付を受けた場合は、当該助成金の全部又は一部を返還させること

ができる。 

（委任） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年５月28日要綱第26号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年７月26日要綱第23号） 



（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、第１条の規定による改正前の池田町広報掲示板設

置補助金交付要綱、第２条の規定による改正前の池田町地域乗合バス路線

維持費補助金交付要綱、第３条の規定による改正前の池田町バス利用促進

等総合対策費補助金交付要綱、第４条の規定による改正前の池田町生活交

通路線維持費補助金交付要綱、第５条の規定による改正前の池田町養老鉄

道運営維持費補助金交付要綱、第６条の規定による改正前の池田町マスコ

ットキャラクターのデザイン等の利用に関する要綱、第７条の規定による

改正前の池田町ちゃちゃまるプロジェクト事業実施要綱、第８条の規定に

よる改正前の町民くらしづくり活動団体への支援に関する要綱、第９条の

規定による改正前の池田町婚活同窓会開催助成金交付要綱、第10条の規定

による改正前の池田町婚活イベント事業実施要綱、第11条の規定による改

正前の池田町地方創生推進事業助成金交付要綱、第12条の規定による改正

前の池田町地方創生プロジェクト推進助成金交付要綱、第13条の規定によ

る改正前の池田町空き家改修定住促進事業費補助金交付要綱、第14条の規

定による改正前の池田町日日雇用職員の雇用、労働条件等に関する要綱、

第16条の規定による改正前の池田町職員勤務評定実施要綱、第18条の規定

による改正前の池田町空家等取得に対する固定資産税減免要綱、第19条の

規定による改正前の池田町軽自動車税課税保留処分等取扱要綱、第20条の

規定による改正前の池田町地域支え合い体制づくり事業費補助金交付要綱、

第21条の規定による改正前の池田町公立保育所長時間保育及び土曜日保育

実施要綱、第22条の規定による改正前の池田町多子世帯保育料無料化事業

実施要綱、第23条の規定による改正前の池田町多子世帯病児・病後児保育

利用料無料化事業実施要綱、第24条の規定による改正前の池田町すくすく

赤ちゃん券支給事業実施要綱、第25条の規定による改正前の池田町新生児



聴覚検査費助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の池田町チャイ

ルドシート貸与事業実施要綱、第27条の規定による改正前の池田町病児・

病後児保育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の池田町高齢者いき

いき住宅改善助成事業実施要綱、第29条の規定による改正前の池田町後期

高齢者医療保険料納付方法の変更に関する事務取扱要綱、第32条の規定に

よる改正前の池田町障害者コミュニケーション支援事業実施要綱、第33条

の規定による改正前の池田町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第

34条の規定による改正前の池田町身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施

要綱、第35条の規定による改正前の池田町障害者いきいき住宅改善助成事

業実施要綱、第36条の規定による改正前の池田町精神障害者小規模作業所

等交通費助成金交付要綱、第38条の規定による改正前の池田町妊婦健康診

査実施要綱、第39条の規定による改正前の池田町妊婦健診等タクシー費用

助成事業実施要綱、第40条の規定による改正前の池田町特定不妊治療費助

成事業実施要綱、第41条の規定による改正前の池田町一般不妊治療（人工

授精）助成事業実施要綱、第42条の規定による改正前の池田町新型インフ

ルエンザワクチン接種費用助成事業実施要綱、第43条の規定による改正前

の池田町新型インフルエンザワクチン接種費用単独助成事業実施要綱、第

44条の規定による改正前の池田町任意予防接種費用助成事業実施要綱、第

45条の規定による改正前の池田町県外予防接種費用助成事業実施要綱、第

46条の規定による改正前の池田町生ごみ処理器設置事業補助金交付要綱、

第47条の規定による改正前の池田町故紙類集団回収事業奨励金交付要綱、

第48条の規定による改正前の池田町国民健康保険健康診査料助成要綱、第

49条の規定による改正前の池田町不当要求行為等の防止に関する要綱、第

50条の規定による改正前の池田町木造住宅耐震診断事業実施要綱、第51条

の規定による改正前の池田町住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交

付要綱、第52条の規定による改正前の池田町小規模土地開発に関する指導

要綱、第53条の規定による改正前の池田町下水道管路施設の施工に関する



取扱要綱、第54条の規定による改正前の池田町公共基準点管理保全要綱、

第55条の規定による改正前の池田町り災証明書交付事務処理要綱、第56条

の規定による改正前の池田町被災証明書交付事務処理要綱、第57条の規定

による改正前の池田町自主防災組織補助金等交付要綱、第58条の規定によ

る改正前の池田町消防用施設維持管理補助金交付要綱、第59条の規定によ

る改正前の池田町消防団協力事業所表示制度実施要綱又は第60条の規定に

よる改正前の池田町工業用液化石油ガス消費者指導要綱に規定する様式に

よる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。 

附 則（令和２年３月23日要綱第20号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

別表（第５条関係） 

交付対象経費 

区分 内容 

謝金 専門家技術指導謝金 

旅費 一般旅費、専門家技術指導旅費 

庁費 印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借損料、消耗品費、

雑役務費 

直接人件費 事業に直接従事する者の人件費 

原材料費 新商品・新技術の開発のための試作・改良に直接使用する

主要原材料、主要材料、副材料の購入に要する経費 

事務所等賃借料 （１） 事務所・店舗・駐車場の賃借に係る賃借料及び公

益費 

（２） 会議・イベント等を開催する場合に会場費として

支払われる経費 

設備費 （１） 事務所・店舗等の開設に伴う外装工事・内装工事

費用（イベント会場等の設置工事費等も含む） 



（２） 機械装置等の購入等に要する経費 

調査費 市場ニーズ調査、特許・先行技術調査、法律調査等を専門

機関に依頼する場合に要する経費 

販売促進費 広告宣伝費、展示会出展費、ホームページ作成費 

産業財産権導入費 （１） 産業財産権の導入に要する経費 

（２） 特許、実用新案等（登録、出願され、存続してい

るもの）を他の事業者から譲渡又は実施許諾を受けた場

合の経費 

委託費 業務の委託に要する経費（交付対象経費の30％を超えない

もの） 

設立費 開業又は会社等設立に伴う司法書士・行政書士等に支払う

申請資料作成経費 

その他の経費 町長が必要と認める経費 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別記第１号様式（第７条関係） 

別記第２号様式（第７条関係） 

別記第３号様式（第８条関係） 

別記第４号様式（第９条関係） 

別記第５号様式（第10条関係） 

別記第６号様式（第11条関係） 

別記第７号様式（第11条関係） 

別記第８号様式（第12条関係） 

別記第９号様式（第13条関係） 

別記第10号様式（第14条関係） 

 


